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1  業務概要  

1.1  業務目的  
大規模盛土造成地は、全国約 1000 市区町村、約 5 万１千箇所の存在が確認されて

いる。現在、第一次スクリーニングを終えて、順次、大規模盛土造成地の安全性把握

に向けて、各地方公共団体において第二次スクリーニングを実施しているところであ

る。   
第二次スクリーニングの実施にあたっては、「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推

進ガイドライン及び同解説」に基づき、現地確認や造成年代調査の結果により第二次

スクリーニングの調査対象とする優先度を評価した上で、優先度が高い盛土造成地か

ら第二次スクリーニングを実施することとしている。   
また、現地確認や簡易地盤調査等の結果により第二次スクリーニングの優先度が高

い盛土造成地が多い場合には、当該ガイドラインの補足である「「早期に第二次スクリ

ーニングを実施すべき盛土の考え方」の解説」に基づき、ただちに第二次スクリーニ

ングを行うべき箇所と、当面経過観察を実施し、変化等が認められた場合に速やかに

第二次スクリーニングを行う箇所に分類することとしている。しかしながら、盛土造

成地の経過観察については、現在までに実施事例が少なく、手法が確立されていない。   
そのため、本業務は、現地確認や簡易地盤調査の結果、当面経過観察の対象とされ

た盛土造成地に対する着目すべき調査のポイント、調査手法や運用体制等をマニュア

ルとして取りまとめることを目的とする。  
 

1.2  業務概要  
1）業  務  名：令和３年度 大規模盛土造成地の経過観察手法に関する調査検討業務  
2）業務内容： (1)計画準備  

(2)地方公共団体における経過観察の実施事例の収集整理  
(3)経過観察マニュアルの作成  
(4)有識者ヒアリング  
(5)報告書作成  

3）業務委託料：¥ 6,974,000-（うち消費税及び地方消費税の額 ¥ 634,000‐）  
4）履行期間：2021 年 5 月 21 日～2022 年 3 月 11 日  
5）発  注  者：国土交通省都市局  
6）受  注  者：パシフィックコンサルタンツ株式会社  

管理技術者：   
担当技術者：  、  、  、  、  
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1.3  業務項目  
本業務における業務項目は表  1.1 の通りである。  
 

表  1.1 業務項目  

項目  数量  摘要  

（1）計画準備  1 式  

①業務概要、②実施方針、③業務工程、④

業務組織計画、⑤打合せ計画、⑥成果物の

品質を確保するための計画、⑦成果物の内

容、部数、⑧使用する主な図書及び基準、

⑨連絡体制 (緊急時含む )、⑩使用する主な

機器、⑪その他  

（2）地方公共団体における経

過観察の実施事例の収集整理  1 式  
①経過観察マニュアルや実施事例の収集、

②経過観察の対象、点検方法、運用体制等

の整理  

（3）経過観察マニュアルの作

成  1 式  
①経過観察における点検・監視方法の検

討、②経過観察の運用体制の検討、③経過

観察マニュアルのとりまとめ  

（4）有識者ヒアリング  1 式  有識者ヒアリングの実施 (有識者 3 名、回

数 2 回程度を予定 ) 

（5）報告書とりまとめ  1 式  （1）～（4）の内容  
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1.4  業務実施フロー 
図 1.1 に示したフローチャートの手順で、業務を実施する。各ステップの主な検討項目・

実施内容を以下に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図- 1.1 業務実施フロー 
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1.5  業務内容 
業務内容を以下に示す。 

(1) 計画準備 
受注者は、業務の目的を把握したうえで、以下の(2)～(5)に示す業務内容を確認し、次の事

項を記載した業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。 
①業務概要②実施方針③業務工程④業務組織計画⑤打合せ計画 
⑥成果物の品質を確保するための計画⑦成果物の内容、部数 
⑧使用する主な図書及び基準⑨連絡体制(緊急時含む) 
⑩使用する主な機器⑪その他 
 

(2) 地方公共団体における経過観察の実施事例の収集整理 
地方公共団体において独自で作成している経過観察マニュアルや経過観察の実施事例を収

集し、各地方公共団体の経過観察の対象、点検方法や運用体制等をとりまとめて整理する。 
 

(3) 経過観察マニュアルの作成 
１）経過観察における点検・監視方法の検討  
① 第二次スクリーニングの事例の収集・整理  
第二次スクリーニングを実施する地方公共団体を対象に、第二次スクリーニングの調査結

果や対象箇所の宅地カルテ等を収集し、第二次スクリーニングの調査結果と変状の関係等の

分析を行う。  
② 現地踏査  
①で分析を行った盛土造成地を対象に現地踏査を行い、点検・監視を行う箇所及び着眼点

等について検討する。  
③ 点検・監視の実施方法の検討 
Ⅰ.経過観察の対象とする盛土造成地の検討   
経過観察の対象とする盛土造成地の考え方について検討を行い、対象となる盛土造成地内

の点検・監視を行う箇所及び着眼点の違いに応じた分類方法について検討する。  
その際には、「「早期に第二次スクリーニングを実施すべき盛土の考え方」の解説」P.2 に記

載のフローによる分類では、経過観察対象とならない盛土造成地についても、対象に含める

ことを検討することとする。  
Ⅱ.点検・監視の実施方法の検討  
①の分析結果及び②の現地踏査結果を踏まえて、Ⅰ.で検討を行った経過観察の対象とする

各分類の盛土造成地に対して、点検・監視の実施方法（記録方法・チェックポイント・頻度

等）を検討し、とりまとめる。  
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２）経過観察の運用体制の検討  
経過観察の実施内容に応じた対応者と役割分担・運用体制を検討する。あわせて、検討を

行った運用体制について、効力と課題を抽出し、課題の解決策を検討する。   
３）経過観察マニュアルのとりまとめ  
上記の「１）点検・監視方法」「２）経過観察の運用体制」の検討結果を合わせて、マニュ

アルとしてとりまとめる。 
 

(4) 有識者ヒアリング 
経過観察マニュアルの作成にあたって、有識者ヒアリングを実施する。対象とする有識者

は 3名程度とし、各有識者に 2回程度のヒアリングを実施するものとする。 
 

(5) 報告書 
(1)から(4)までの内容について報告書としてとりまとめる。 
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1.6  打ち合わせ実績 
打合せは計 7 回実施した。協議内容および協議日を表 1.2 に示す。 
 

表 1.2 打ち合わせ実績 
協議回数 協議内容 協議日 

第 1 回 業務着手時 ・業務計画書の確認 
・作業実施方針の確認 5 月 21 日 

第 2 回 中間時(1) ・事例収集結果の確認 
・経過観察作成方針の確認 8 月 4 日 

第 3 回 中間時(2) 

・有識者および地方公共団体ヒアリ

ング結果の確認 
・経過観察マニュアル作成方針の確

認 

11 月 10 日 

第 4 回 中間時(3) ・経過観察実施方針の確認 11 月 26 日 

第 5 回 中間時(4) ・第二回有識者ヒアリング報告内容

の確認 12 月 24 日 

第 6 回 中間時(5) ・マニュアル（案）の確認 2 月 24 日 

第 7 回 成果品納品時 ・最終報告および成果納品 3 月 11 日 
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2  地方公共団体における経過観察の実施事例の収集整理 

2.1  事例収集 
47 都道府県、995 市区町村（令和３年５月末時点で大規模盛土造成地を有する市区町村）

を対象に経過観察マニュアルの作成状況を調査した。回答状況は表 2.1 のとおりである。 
表 2.2 に収集した地表公共団体一覧を示す。 
 

表 2.1 経過観察マニュアル作成・収集状況 
依頼数 作成状況 収集数 

都道府県 47 
作成完了：4 
作成中：1 

作成完了：4 
作成中：0 

市町村 995 
作成完了：38（うち 21 は沖縄県で作

成したものを使用） 
作成中：81 

作成完了：33（うち 21 は沖縄県で作

成したものを使用） 
作成中：4 

 

表 2.2 収集先一覧 

地方整備局 都道府県 市町村 盛土数 
マニュアル

作成状況 
第 2 次 SC 

状況 
通し No 

関東地整 栃木県 - - 作成完了 - 1 

近畿地整 兵庫県 - - 作成完了 - 2 

中国地整 島根県 - - 作成完了 - 3 

沖縄総合事務

局 
沖縄県 - - 作成完了 - 4 

東北地整 

青森県 六戸町 1 作成完了 未着手 5 

秋田県 大館市 9 作成完了 未着手 6 

山形県 酒田市 8 作成完了 未着手 7 

福島県 田村市 63 作成完了 未着手 8 

福島県 会津美里町 2 作成完了 未着手 9 

福島県 三春町 77 作成完了 完了 10 

関東地整 

茨城県 水戸市 19 作成完了 回答無 11 

茨城県 日立市 385 作成完了 未着手 12 

茨城県 阿見町 69 作成中 未着手 13 

栃木県 宇都宮市 84 作成中 着手 14 

群馬県 太田市 8 作成完了 未着手 15 

神奈川県 川崎市 1093 作成中 完了 16 

神奈川県 小田原市 35 作成完了 完了 17 

長野県 岡谷市 12 作成中 未着手 18 

長野県 飯田市 6 作成完了 着手 未受領 

長野県 小諸市 39 作成完了 未着手 19 

長野県 小谷村 7 作成中 未着手 未受領 
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2.2  整理結果 
受領した 4 都道府県、16 市区町村の経過観察マニュアルを「経過観察対象」「実施時期」

「点検監視手法」「評価方法」「記録方法」に分けて表 2.3 のとおり整理した。 
作成傾向を以下に示す。 

2.2.1  経過観察対象 
「全ての大規模盛土造成地」を対象とする公共団体がほとんどであった。大規模盛土造成

地数が最も多い川崎市についても、全ての大規模盛土造成地を対象としている。 
対象の絞り込みをしている公共団体の例を以下に示す。 

＜優先度評価による絞り込み＞ 

  兵庫県は、県独自の優先度評価による高ランクの箇所（11箇所）のみを対象としている。 

  栃木県宇都宮市は、市独自の県独自の優先度評価結果（簡易地盤調査及び簡易安定解析
含む）により 2次 SCの必要性がないと判断された箇所を対象としている。加えて、2次 SC実

施箇所の内対策不要となった盛土と対策待ちの盛土についても対象としている。 

  神奈川県小田原市は、施設の敷地内の盛土は発災緊急時の観察が困難であること、1.5 次

SCの際の優先度ランクが低いことなどの理由から対象外としている。 

＜2 次 S 結果による絞り込み＞ 
  茨城県水戸市は、「変状が生じているものの、すでに対策検討が実施されている盛土」を対

象外としている。 

＜被害規模ランクによる絞り込み＞ 
  茨城県阿見町は、被害規模ランク e（保全対象施設がなく、住宅が 10 戸未満）を対象から除

外している。 

2.2.2  実施時期 
「全ての大規模盛土造成地」を対象に「1 回／年」の実施、降雨時・地震時のみの実施、そ

の両方等、公共団体毎に規定が様々であった。 
変状等により盛土を分類し、実施時期を変えている公共団体もみられた。 
川崎市は、盛土を変状の進行の有無で 3 つに分類している（経過観察サイクルを短期（3 年

周期）、中期（5 年周期）、長期（10 年周期）に分類） 
 
＜常時の定期点検のみ＞ 
  1 回／年：兵庫県、茨城県阿見町、群馬県太田市、 
＜異常時のみ＞ 
  震度 4／震度 4 以上：青森県六戸、山形県酒田市、福島県田村市、福島県会津美里町、

福島県三春町、 
＜常時の定期点検＋異常時のみ＞ 
  1 回／年＋震度 5 弱以上：栃木県、栃木県宇都宮市 
  2 回／年＋大きな地震の後：茨城県日立市 
  1 回／年＋豪雨時＋震度 5 以上：沖縄県 
  1～2 回／年＋大きな地震の後：長野県岡谷市  
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＜変状による分類＞ 
  ２年間変状が認められない盛土については、3 年目以降を異常時のみとしている：沖

縄県 
  変状が確認されている盛土は 2 回／年＋異常時、変状がない／軽微の盛土は 1 回／年

としている。：茨城県水戸市 
  盛土を変状の進行の有無で 3 つに分類し、経過観察サイクルを短期（3 年周期）、中期

（5 年周期）、長期（10 年周期）に分類している。：神奈川県川崎市 
＜二次 SC 結果による分類＞ 
  2 次 SC で安全性が確認されているが、変状計測・地下水位観察が必要な盛土のみ定期

観察（1 回／年）、その他は異常時のみ：神奈川県小田原市 
＜簡易安定解析による分類＞ 
  地下水観測の最大水位が、簡易地盤解析による安全率 1.0 となる水位より 4m 以浅で

ある盛土については、地下水観測の継続を実施している。：栃木県宇都宮市 
 

2.2.3  実施体制 
実施体制に関する記載がないところが多く、公共団体の多くは職員が主体となって実施さ

れていると推察される。なお、民間の宅地地盤の専門家や外部の有識者との連携の必要性に

ついて記載されている今公共団体も見られた。 
 

以下に、記載があった例を挙げる。 
  市職員：茨城県日立市、神奈川県小田原市、長野県岡谷市、 

  市職員や土地所有者：山形県酒田市 

  民間の宅地地盤の専門家や外部の有識者との連携に関する記載あり：青森県六戸市、山形
県酒田市、福島県会津美里町 
 

2.2.4  点検監視手法 
目視のみもしくは目視＋定点計測（簡易計測）の公共団体がほとんどであり、いずれの手

法も変動予測調査で確認された変状の進行具合を観察・記録するものであった。盛土数の多

い川崎市は、優先度分類毎に以下のような手法を取り入れている。 
 

＜川崎市の例＞ 
盛土数が多いため、優先度の低い盛土は観察範囲を主測線に絞り込み観察に要する負担を

軽減している。 
  短期：盛土の全範囲の観察 
  中期、長期：主測線のみの観察 
※滑動崩落を示唆する変状がありの場合は計測、ナシの場合は目視のみ 
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2.2.5  評価方法 
評価方法に関する記載がないマニュアルが多い。 
 

以下に評価手法の記載があった例を挙げる。 
＜栃木県宇都宮市＞ 
  地下水位の上昇の可能性が確認された場合はより詳細な点検に移行 
＜茨城県阿見町、群馬県太田市＞ 
  変状の進行の有無（新たな変状の有無）による評価 
  変状が進行している場合、2 次 SC の要否を検討 
＜川崎市＞ 
  変状・地下水位に着目した観察サイクルの判断フローに基づき、長期・中期・短期の

見直しを実施 
＜神奈川県小田原市＞ 
  変動が認められた場合、1 カ月以内に再度経過観察。再度の経過観察で変動が生じた

場合は市としての対応を検討 
 

2.2.6  記録方法 
ほとんどが記録票による保管を行っている。1.5 次 SC で確認された変状箇所とその写真を

別途点検票で整理し、変状の経時変化をとりまとめるような形式の点検票を作成している公

共団体が多い。 
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表  2.3 公共団体独自の経過観察マニュアル実施事例整理  

 
都道  

府県  

市区  

町村  
盛土数  対象  実施時期  実施体制  点検監視手法  評価方法  記録方法  

1 栃木県  -  -  
全ての大規模盛土造成地  
（第二次スクリーニングに
おいて安全性が確認された
大規模盛土造成地を含む）  

１回／年  毎年度 6 月～順次実施
（本格的な降雨期）  
震度５弱以上の規模の大きな地震
（状況に応じて）  
地域住民等から変状等の通報があ
った場合  

大規模盛土造成地が相当数あ
る市町においては、円滑な実
施に向けて、あらかじめ担当
者又は施設管理者をモニタリ
ングの実施者として定めてお
く。  

モニタリングチェックシートに基づき、
複数の担当者の定点観測及び近接目視
を基本に実施し、各項目の変状等の有無
を確認したうえで、記載例等を参考に必
要事項を報告書に記入していく。  

変状や異常等を発見した場合には、記録写真及び詳細な状
況等を記載し、必要に応じて関係部署へ通報する。  

モ ニ タ リ ン グ 調
査点検結果票  

2 兵庫県  -  -  
２次スクリーニングの実施
候補である 11 箇所  
（県独自の優先度評価によ
る A-1,A-2 ランク）  

原則毎年１回  ー  
地下水位の通年観測  
県・市町による定期的な点検（パトロー
ル）  
 ⇒目視、簡便な実測等。  

変状判定の程度を示すものの、評価の方法については具体
的な記載無し  点検カルテ  

3 島根県  -  -  ー  ー  ー  目視による点検  

４つのレベルで判定  
Ⅰ健全：目立った変状は確認できない⇒対策不要  
Ⅱ経過観察：変状はあるが、新しい変状はなく、進展  
性は確認できない。⇒経過観察  
Ⅲ早期措置：一部に顕著な新しい変状があり、進展し  
ている可能性がある。⇒施設の状態や使用状況等により措
置を検討  
Ⅳ  緊急措置：複数の顕著な新しい変状があり、進展して
いる可能性がある。⇒安全の確保を最優先とし、施設の状
態や使用状況等により、速やかに措置を検討  
下記の２要件をすべて満たす場合には、特記事項により経
過観察扱いとすることが出来る。  
・大規模盛土造成地に人が立ち入る可能性が低い（空き家
等）  
・大規模盛土造成地の崩壊により公共施設（道路、河川、
鉄道、避難地又は避難路等）に被害が発生する可能性が低
い  

宅地カルテ（第二
次 ス ク リ ー ニ ン
グ現地調査票）  

4 沖縄県  -  -  ー  

・定期観察 ：１回／年  
・異常時観察：豪雨・地震後  
※  変状が認められない盛土は、２
年間定期観察を行った結果、新た
な変状が確認されなければ、３年
目以降は異常時のみ観察を行う。  
 
＜異常時の基準＞  
過 去 の 履 歴 か ら 下 記 を 基 準 と す
る。  
i)豪雨  
l 日降水量 300mm もしくは時間降
水量 90mm を超える降水量が観測
された場合  
i i )地震  
l 震度 5 弱以上が観測された場合  

ー  

目視及び簡易計測  
i)変状が認められた盛土  
・定期観察 ：変状進行の有無を確認  
・異常時観察：変状進行の有無を確認す
る。  
i i )変状が認められない盛土  
・定期観察：新たな変状発生の有無を確
認  
・異常時観察：新たな変状発生の有無を
確認  

※変状が認められない盛土は、２年間定期観察を行った結
果、新たな変状が確認されなければ、３年目以降は異常時
のみ観察を行う。   

ー  

5 青森県  六 戸
町  1 ー  

震度  4 以上（町地域防災計画にお
いて、 災害対策本部の事前配備設
置基準）  
余震や気象条件  による  ２  次災
害の  危険性が懸念される場合は、
その状況に応じて判断する。  

 盛土監視においては、迅速か
つ的確な対応がとれるよう、  
民間の宅地地盤の専門家や外
部の有識者との連携した取り
組みを構築しておくことが望
ましいと考えられる。  
盛土監視においては、居住者
やその代表者との連絡体制を
構築し、的確な状況把握が行
えるような体制を整えておく
ことが望ましい。  

目視、必要に応じて住民ヒアリング  ー  ー  

6 秋田県  大 館
市  9 ー  ー  ー  

1)現在変状が生じている大規模盛土造
成地の経過観察方法  
クラックなどの変状の両側にピンなど
の目印を設置し、定期的に距離を計測す
ることで、変状の進行性を把握する。湧
水の場合は、その量の変化を計測もしく
は目視で確認する。  
2)現在変状が認められない大規模盛土
造成地の経過観察方法  
変状が顕在化しやすい盛土頂部や盛土
末端を定期的にチェックし、新たな変状
や湧水が発生していないことを確認す
る。  

ー  ー  

7 山形県  酒 田
市  8 

全ての大規模盛土造成地  
（1.5 次 SC で、ただちに滑
動崩落の危険度が高いと想
定される地区は抽出されな
かった。）  

震度 4 以上 (市地域防災計画におい
て、災害対策本部の事前配備設置
基準 )  
ただし、余震や気象条件による 2
次災害の危険性が懸念される場合

市職員や土地所有者  
（初動対応における監視の結
果、滑動崩落の可能性を示唆
するような新たな変状や湧水
が認められた場合に際して、

目視、必要に応じて住民ヒアリング  ー  盛土監視点検票  
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都道  

府県  

市区  

町村  
盛土数  対象  実施時期  実施体制  点検監視手法  評価方法  記録方法  

は、その状況に応じて判断する。  定量的な判断が行えるよう、
民間の宅地地盤の専門家や外
部の有識者との連絡体制を構
築しておくことが望ましい）  

8 福島県  田 村
市  63 

優先順位ランク A、ランク
B、ランク C 
対象とする 63 箇所すべて
について目視調査を行うこ
とが厳しい場合は、保全対
象の有無を目安に優先順位
を付けて行うことが望まし
い。  
目視点検の優先順位評価表
で点検優先順位を付けてい
る。（⇒受領希望）  

震度 4 (市地域防災計画において、
災 害 対 策 本 部 の 事 前 配 備 設 置 基
準 )  
ただし、余震や気象条件による 2 
次災害の危険性が懸念される場合
は、その状況に応じて判断する。  

ー  目視、必要に応じて住民ヒアリング  ー  ー  

9 福島県  
会 津
美 里
町  

2 

全ての大規模盛土造成地  
（1.5 次 SC で、  ただちに
滑動崩落の危険度が高いと
想定される地区は抽出され
なかった。）  

震度 4 以上（町地域防災計画にお
いて、 災害対策本部の事前配備設
置基準）  
余震や気象条件による２次災害の
危険性が懸念される場合は、その
状況に応じて判断する。  

市職員や土地所有者  
（初動対応における監視の結
果、滑動崩落の可能性を示唆
するような新たな変状や湧水
が認められた場合に際して、
定量的な判断が行えるよう、
民間の宅地地盤の専門家や外
部の有識者との連絡体制を構
築しておくことが望ましい）  

盛土法肩周辺、盛土のり面、盛土末端周
辺のそれぞれに観察の着目点を解説（青
森県六戸町と似てる）  

ー  ー  

10 福島県  三 春
町  77 

全ての大規模盛土造成地  
（1.5 次 SC で、  ただちに
滑動崩落の危険度が高いと
想定される地区は抽出され
なかった。）  

震度 4(市地域防災計画において、
災 害 対 策 本 部 の 事 前 配 備 設 置 基
準 )  
ただし、余震や気象条件による 2 
次災害の危険性が懸念される場合
は、その状況に応じて判断する。  

ー  
盛土法肩周辺、盛土のり面、盛土末端周
辺のそれぞれに観察の着目点を解説（青
森県六戸町と似てる）  

ー  ー  

11 茨城県  水 戸
市  19 

①  変状 が 生じ てい るも の
の，すでに対策検討が実施
されている盛土⇒対象外  
②  変状 が 生じ てい るも の
の，盛土面積の見直しによ
り大規模盛土の対象外とな
る盛土  
③  変状 が 生じ てい るも の
の，安定計算の結果，基準安
全率を満たすと判定される
盛土  
④  変状 が ない また は軽 微
である盛土  

・大規模盛土造成地の対象外の盛
土，または，安全性が確認されては
いるが，変状が確認されている盛
土：９月・３月の年２回、豪雨や大
地震時には別途実施  
・変状がないまたは軽微である盛
土：年１回  

ー  目視  ー  調査票  

12 茨城県  日 立
市  385 ー  半年間隔（調査票より推測）  

大きな地震の後  自治体直営  
主な変状箇所における進行性変状の有
無：定点観察  
・クラック幅：スケール計測板  
・傾斜：レーザー付きデジタル傾斜計  

ー  
変状観察記録票  
地 表 面 沈 下 計 測
票  

13 茨城県  阿 見
町  69 被害規模ランク e の盛土を

除く 13 箇所  毎年１回  ー  目視  変状の進行や新たな変状の確認がされた場合、改めて二次
スクリーニングの実施の検討  

経 過 観 察 チ ェ ッ
クシート  

14 栃木県  宇 都
宮市  84 

・市独自のフローにより S
Ⅲランク以下（点検 A）  
＜SⅢ以下＞点検 A 
＜SⅠ・SⅡ＞  
簡易地盤調査結果より  
安全率 Fs＞ 1 の盛土⇒点検
A 
地下水面＝地表面のケース
で Fs＞ 1⇒点検 B 
Fs=1 となる水位より 4m 下
に水位がある盛土⇒点検 C 
・2 次 SC 実施箇所の内、対
策不要となった盛土⇒点検
A 
・2 次 SC 実施箇所の内、対
策待ちの盛土⇒点検 B 

点検 A：1 回 /年（定期点検）  
震度 5 弱以上の地震発生時  
点検 B：1 回 /年（定期点検）  
震度 5 弱以上の地震発生時  
大雨発生時（台風など）  
点検 C： 1 回 /年（定期点検）  
震度 5 弱以上の地震発生時  
大雨発生時（台風など）  
※地下水位観測（1 年間）  

ー  
点検 A：目視点検  
点検 B：目視点検  
点検 C：目視点検＋地下水位観測継続（ 1
年間）  

・点検 B の盛土で大雨等により地下水位が Fs=1.0 水位の
4m 以内に上昇した可能性ある場合は点検 C に移行  
・点検 C の盛土で安全率が 1.0 を下回る地下水位が確認
された場合は 2 次 SC へ移行。確認されなかった場合は点
検 B へ移行  

モ ニ タ リ ン グ 調
査点検結果票  

15 群馬県  太 田
市  8 

全ての大規模盛土造成地  
（全て 1.5SC の優先度ラン
ク B2 以下、7 箇所は対象戸
数が基準を満たさない）  

年１回 ６月前後に実施 （梅雨
や台風の前）  ー  

目視  
 前回調査時の現地踏査調査票に記載
されている内容・写真と比較し変状があ
るかを確認する。  

・前回調査から変状がない場合は、引き続き経過観察す
る。  
・変状がある場合は、２次スクリーニング②実施の要否を
検討する。  

・ 現 地 調 査 を 行
い、調査表の網掛
け部に記入する。 
・平成２９年と比
較し、変状ない場
合は「同左」と記
入する。  
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都道  

府県  

市区  

町村  
盛土数  対象  実施時期  実施体制  点検監視手法  評価方法  記録方法  

16 神 奈 川
県  

川 崎
市  1093 

全ての大規模盛土造成地  
（現地に立ち入りできない
45 箇所除く）  

1.5 次 SC の優先度評価に基づき、
短・中・長の３段階で観察サイクル
を設定  
短期：3 年周期（ 72 箇所）  
中期：5 年周期（ 239 箇所）  
長期：10 年周期（733 箇所）  

  

短期：盛土の全範囲  
中期・長期：主測線付近  
 
滑動崩落を示唆する変状がありの場合
は計測、ナシの場合は目視のみ  

観察サイクルの判断フローに基づき、長期・中期・短期の
見直しを行う。  

優 先 度 評 価 及 び
管理表  
現 場 観 察 結 果 写
真帳  

17 神 奈 川
県  

小 田
原市  35 

全ての大規模盛土造成地  
ただし、施設の敷地内の大
規模盛土造成地は、発災等
緊 急 時 の 観 察 が 困 難 で あ
り、第二次スクリーニング
計画の検討結果において優
先度ランクが低いことや、
道路等公共施設に隣接して
いないことから、観察対象
から除外する。  

震度５弱以上（災害対策本部が設
置 さ れ る 規 模 の 豪 雨 災 害 や 震 災
等）  
 
第二次スクリーニングで安全が確
認されているが、変状調査による 
計測値及び水位計における地下水
位の定期的な観察が必要な盛土：1
回 /年  

原則、２人１組で実施するも
のとする。  
（主担当は審査係とし、副担
当 を 調 査 係 が 担 う も の と す
る。）  
⇒自治体のみで実施している
と推測する  

原則、観察箇所は公共施設及び公共施設
に隣接する擁壁、法面、その他経過観察
が可能な箇所とし、変状等定期観察票の
とおり定点観測とする。  

経過観察実施により変動がみられた場合は、次のとおり対
応する。  
  (1) 変状等定期観察票の記録欄のセルを着色し、下記
空欄にコメントを入れる。  
  (2) 観察日より一か月以内に再度経過観察を実施す
る。（緊急性のある変動を除く）  
  (3) (2)において、さらに変動がみられた場合、また緊
急性のある変動が生じた場合は、所属長に相談するととも
に、都市政策課、防災対策課へ情報提供を行い、市として
の対応を検討する。  

変 状 等 定 期 観 察
票  
写真データは、ナ
ン バ ー と 撮 影 年
度 を デ ー タ 名 に
して保存  

18 長野県  岡 谷
市  12 ー  半年～１年後  

大きな地震の後  自治体直営  主な変状箇所における進行性変状の有
無：定点観察  ー  変状等観察票  

 長野県  飯 田
市  6       

19 長野県  小 諸
市  39 ー  ー  ー  盛土ごとに着目ポイントを明示  ー  ー  

 長野県  小 谷
村  7       
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3  経過観察マニュアルの作成 

3.1  経過観察における点検・監視方法の検討 

3.1.1  第二次スクリーニングの事例収集・整理 
第二次スクリーニング結果を受領した 34 の大規模盛土造成地について、安定計算結果と

優先度評価指標および盛土形状に関する分析を実施した。巻末資料 2 に地方公共団体におけ

る第二次スクリーニング結果一覧を示す。 
＜安定計算結果と優先度評価指標＞ 
安全率と優先度評価指標については明瞭な傾向は確認されなかった。優先度評価指標への

該当の有無で経過観察の頻度を変えることは難しい。以下に分析結果を列挙する。 
・ 9／34 盛土が許容安全率を下回る結果となった。（これは、極めて優先度の高い盛土に

対して二次スクリーニングを実施しているため、許容安全率を下回る盛土が多い傾向を

示す結果となったと解釈できる） 
・ 第二次スクリーニングを実施した盛土の 7 割が「変状有」「地下水有」に該当している。 
・ 盛土下の不安定な土層の有無については机上および現地での確認が難しいため、確認さ

れていないケースがほとんどであった（「不明」とされている箇所 13 盛土）。 
・ 「変状」や「地下水」に比べ「非標準構造」や「造成年代（基準年以前）」に該当する盛

土の割合は低い。 
・ 変動確率は 30％以下となっている（「不明」とされている箇所 14 盛土）。 
・ 安全率と優先度評価指標の該当の有無には明瞭な傾向が確認されない。 

 
表 3.1 第二次スクリーニング実施箇所における安定計算結果と優先度評価指標の関係 

安全率 総数 非標準構造 変状あり 地下水あり 
盛土下部 

不安定土あり 

造成年代 

基準年以前 

変動確率 

大 

Fs≧1 25 12 48% 17 68% 18 72% 2 8% 13 52% 7 28% 

Fs≧1.1 18 8 44% 13 72% 14 78% 1 6% 9 50% 5 28% 

1.1>Fs≧1 7 4 57% 4 57% 4 57% 1 14% 4 57% 2 29% 

Fs<1 9 5 56% 7 78% 6 67% 0 0% 5 56% 2 22% 

全体 34 17 50% 24 70% 24 70% 2 5% 18 52% 9 26% 
※表中の「％」は安全率毎の総数に対する割合を示す。 

※盛土下の不安定な土層の有無については不明とされる盛土が多いことから数値の精査が必要 

※変動確率については自治体による基準にばらつきがあること、不明とされる盛土が多いことから数値の精査が必要 
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＜安定計算結果と盛土形状＞ 
安全率と盛土高、盛土厚の関係性を散布図で示す。この結果から、安全率と盛土高・盛土

厚には明瞭な傾向は確認されなかった。 

 

図 3.1 第二次スクリーニング実施箇所における盛土高と安全率の関係 
 

 

図 3.2 第二次スクリーニング実施箇所における盛土厚と安全率の関係 
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3.1.2  第二次スクリーニング計画作成の事例収集・整理 

(1) 事例収集 
47 都道府県、995 市区町村（令和３年５月末時点で大規模盛土造成地を有する市区町村）

を対象に第二次スクリーニング計画作成時の優先度評価に対して独自の手法で評価している

公共団体に資料提供を依頼し、滑動崩落の危険度や優先度の指標の調査を行った。表 3.2 に

収集状況を示す。都道府県 47＋市町村 995 のうち、独自の優先度評価フローを作成している

公共団体は 195 で全体の 20％弱であった。 
なお、以降の整理では、表 3.3 に示す大規模盛土造成地数が 50 以上の地方公共団体のみ

分析をおこなった。 
 

表 3.2 独自の優先度評価フロー作成・収集状況 
依頼数 作成状況 収集数 

都道府県 47 作成完了：5 
作成中：1 

作成完了：3 
作成中：0 

市町村 995 作成完了：111 
作成中：78 

作成完了：65 
作成中：2 
それ以外：1 
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表 3.3 収集先一覧（大規模盛土造成地数 50 以上） 

地方整備局等 都道府県 市区町村 盛土数 作成状況 資料 No. 

関東地整 
栃木県 - - 作成した 1 
神奈川県 - - 回答無 2 

近畿地整 
滋賀県 - - 作成した 3 
兵庫県 - - 作成した 4 

北海道開発局 北海道 札幌市 183 作成した 5 

東北地整 

岩手県 一関市 62 作成した 6 
福島県 いわき市 608 作成した 7 
福島県 福島市 139 作成した 8 
福島県 白河市 150 作成した 9 
福島県 田村市 63 作成した 10 
福島県 本宮市 75 作成した 11 
福島県 三春町 77 作成した 12 

関東地整 

茨城県 つくば市 100 作成した 13 
茨城県 日立市 385 作成した 14 
茨城県 取手市 170 作成した 15 
茨城県 鉾田市 86 作成した 16 
茨城県 阿見町 69 作成した 17 
栃木県 宇都宮市 84 作成した 18 
埼玉県 小川町 83 作成した 19 
神奈川県 鎌倉市 287 作成した 20 

中部地整 
静岡県 沼津市 132 作成中 21 
愛知県 名古屋市 635 作成した 22 
愛知県 豊田市 330 作成した 23 

近畿地整 

滋賀県 大津市 346 作成した 24 
滋賀県 甲賀市 125 作成した 25 
大阪府 豊中市 281 作成した 26 
兵庫県 西宮市 100 作成した 27 
兵庫県 宝塚市 111 作成した 28 
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(2) 整理結果 
受領した 3 都道府県、68 市区町村のうち、大規模盛土造成地数が 50 以上の地方公共団体

における独自の優先度評価フローについて整理し、「優先度の評価に用いる指標」「各指標の

優先度への影響度」「優先度評価方法」「簡易地盤調査実施箇所の選定方法」「2 次 SC 実施箇

所の選定方法」「経過観察実施箇所の選定方法」について表 3.4 のとおりとりまとめた。 
巻末資料 3に独自の優先度評価フローを示す。 

1) 優先度の評価に用いる指標および優先度への影響度 
国のガイドラインにおける優先度の評価に用いる指標（以下、指標と称す）は変えず、各

指標の優先度への影響度が異なる公共団体が多かった。 
 

国のガイドライン 

変状・地下水・不安定な地山の有無については、優先度への影響は並列で評価している 

  指標：  
① 盛土および擁壁の形状と構造（以降、標準構造） 
② 宅地地盤・擁壁・法面の変状の有無（以降、変状） 
③ 地下水の有無（以降、地下水位） 
④ 盛土下の不安定な土層の有無（以降、不安定な地山） 
⑤ 造成年代（以降、造成年代） 
⑥ 変動確率 
  優先度への影響：  
標準構造＞変状・地下水位・不安定な地山＞造成年代≫変動確率 
 

以下に特筆すべき点を整理する。 

＜国のガイドラインの優先度評価フロー＞ 

  国のガイドラインをベースとした優先度評価フローを用いている事例が多い 
  ただし、「標準構造」「変状」「地下水位」については、公共団体それぞれで優先度への

影響度の考え方が異なっている。 
  「変動確率」が指標から除外されているところが多い。 
  ＜新たな盛土の考え方のフロー＞ 

  ガイドラインの優先度評価フローに新たな盛土の考え方のフローが盛り込まれている

公共団体がある。（兵庫県、福島市、鎌倉市） 
  ＜ガイドラインの優先度評価指標以外の指標＞ 

  保全対象範囲の住宅戸数や公共施設数等の被害規模が優先度評価に取り込まれている

公共団体が多い。 
盛土の末端部に着目したフローを作成している場合がある。（宇都宮市、名古屋市） 
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2) 簡易地盤調査実施箇所の選定方法 
新たな考え方では、2 次 SC に進む前に簡易地盤調査を実施し、2 次 SC に進むべきか判断

するフローが示されている。新たな考え方に基づいて、簡易地盤調査実施箇所を選定してい

る公共団体もあるが、独自の選定方法を行っている場合も見られた。 
以下に特筆すべき点を整理する。 
  簡易地盤調査箇所を選定する場合は、新たな考え方に基づき、調査箇所を選定してい

るケースが多い。 
  公共団体独自の選定方法としては、国のガイドラインで A ランクに分類された箇所、

もしくは A ランクからさらに絞り込みを行うパターンが多くみられた。 
  具体的には、盛土末端部の構造や変状により簡易地盤調査対象箇所の絞り込みを行う

ケースが見られる。（宇都宮市） 
  簡易地盤調査の結果、2 次 SC に進むかどうかの評価指標として、新たな考え方のフロ

ー 
  に基づき、地下水位の高さと盛土の脆弱性で判断している箇所、簡易安定計算による

安全率で判断している箇所があった。 
 

3) 2 次 SC 実施箇所の選定方法 
2 次 SC に進むかどうかの判断指標として、ガイドラインの優先度評価フローや公共団体

独自の指標のみで判断するケースと、簡易地盤調査の結果により判断するケースがある。簡

易地盤調査は行わず優先度評価フローのみで判断するケースを採用している公共団体の方が

多い。 
以下に特筆すべき点を整理する。 
＜優先度評価フローによる判断＞ 
  優先度評価フローで 2 次 SC に進むかどうか判断する場合、評価項目等が公共団体に

より大きく異なっている。 
  2 次 SC 実施箇所の選定には、「造成年代」や「変動確率」といった基礎調査により得

られる指標が除外されるところが多い。 
＜簡易地盤調査による判断＞ 
  新たな考え方の判断基準（地下水高が盛土厚の 1/2 以上であることと盛土が脆弱であ

ること（N 値が砂：N＜10、粘土：N＜5）の両方を満たすかどうか） 
  簡易安定計算結果（安全率が 1 未満であるかどうか） 
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4) 経過観察実施箇所の選定方法 
新たな考え方では、「早期に 2 次 SC を実施しない盛土については、当面変状などの経過観

察を行う」と記載されている。しかし、経過観察に進むべき盛土を定義している公共団体は

少ない。 
 

経過観察を行う公共団体は、以下に示す分類で選定を行っている。 
  すべての箇所（全箇所 2 次 SC を実施、実施するまで経過観察）（田村市、三春町） 
  2 次 SC 実施箇所（2 次 SC を行うまで経過観察を行う）（兵庫県） 
  2 次 SC 実施箇所以外すべて（いわき市） 
  新たな考え方に基づいて、経過観察に区分された箇所（鎌倉市） 
  公共団体により独自に設定（栃木県、神奈川県、札幌市、白河市、沼津
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表 3.4 地方公共団体の優先度評価フローの整理 

 
都道 

府県 

市区 

町村 
盛土数 

1.5 次 SC 優先度フロー 簡易地盤調査 1.5 次 SC 結果による盛土の分類 

優先度評価指標 
実施の有

無 
対象 結果の評価 分類の有無 2 次 SC 経過観察 ２SC 終了 

0 国交省 - - 

＜ガイドライン＞ 
①標準構造 
②変状 
③地下水位 
④不安定な地山 
⑤造成年代 
⑥変動確率 
 
＜新たなフロー＞ 
①滑動崩落を示唆する変状 
②常時湧水 
③地下水（地下水高） 
④盛土の脆弱性（N 値） 

有 
常時湧水有＋ 
簡易地盤調査で地下水位高＋N
値低 

・地下水位 
地下水高が盛土厚の 1/2 
 
・N 値 
砂：N＜10 
粘土：N＜5 

有 

①滑動崩落を示唆する変状有 
②常時湧水有＋ 
簡易地盤調査で地下水位高＋N 値低 
③非標準擁壁＋ 
危険度評価大 
④擁壁に変状有＋ 
危険度評価大 

①滑動崩落を示唆する変状無 
常時湧水有＋ 
簡易地盤調査で地下水位高＋N値高／簡易地盤調

査で地下水位低＋N 値低 
②標準擁壁＋変状無 
③非標準擁壁＋ 
危険度評価中小 
④擁壁に変状有＋ 
危険度評価中小 

無 

1 栃木県 - - 

①標準構造 
②変状 
③地下水位 
④不安定な地山 
⑤滑動崩落に起因する現象 
・造成年代× 
・変動確率× 

有 全箇所 記載なし 有 
非標準である盛土 
標準だが変状がある盛土 

標準で変状がない盛土 不明 

２ 神奈川県 - - 

①災害発生の恐れが切迫しているか 
②変状 
③標準構造 
④地下水位 
⑤造成年代 
・不安定な地山× 
・変動確率× 

無   有 
①災害発生の恐れが切迫している 
②変状有＋非標準である盛土 
③変状有＋標準である盛土+湧水有もしくは痕跡跡有 

変状有＋標準な盛土+地下水無 
（これらの条件を満たさない箇所は通報後の確

認とする。） 
不明 

３ 滋賀県 - - 

①盛土末端部に重篤な変状 
②造成年代 
③地下水の有無 
④地下水の深さ 
⑤盛土材 
・標準構造× 
・不安定な地山× 
・変動確率× 

有 

・造成年代が古く、地下水が不明

～0.2D、被害形態が崩壊で・被害

大・中の盛土（1-B-あ、１-B-い）： 
動的コーン試験を実施する。 

簡易安定計算の結果、滑

動崩落の可能性が高い

か判断 
有 

動的貫入試験の結果から地下水位、Nd 値で簡易安定計算を実

施するかを判断し、簡易安定計算の結果から滑動崩落の可能性

が高いかを判断し 2 次 SC を実施 
記載なし 

簡易安定計算で必要安全率

を満足した箇所 

４ 兵庫県 - 

１９１０

（兵庫県

管 轄 は

314） 

①兵庫県版危険度点数表 
②地下水の有無 
③地下水の深さ 
④盛土材 
⑤盛土の脆弱性（Nd 値） 

無   有 
地下水が 0.2D 以上、かつ Nd 値が 10 未満（兵庫県独自のラン

クで A-1、A-2 に該当する箇所） 
2 次スクリーニング対象箇所 不明 

５ 北海道 札幌市 １８３ 

①災害発生の恐れが切迫しているか 
②再度災害の有無 
③胆振東部地震の被災有無 
④詳細な現地等と地盤調査の有無 
⑤滑動崩落防止事業の適用可能性 
⑥標準構造（末端部） 
⑦変状（末端部） 
⑧地下水位（末端部） 
⑨不安定な地山 
⑩ひな壇部の危険要因の有無 
・造成年代× 
・変動確率× 

有 

優先度評価がガイドラインで A
もしくは B ランク 
（A ランクはボーリング調査、B
ランクはオートマチックラムサ

ウンディング試験後、ボーリング

調査を行うか判定する。） 

＜A ランク＞ 
・安定計算の結果、安全

率が 1 未満 
・安全率が 1 以上だが、

地下水位が GL-3.0 以

浅、液状化判定 PL 値５

以上 
 
＜B ランク＞ 
・オートマチックラム

サウンディング貫入不

可 
・盛土と地山の境界判

断不可 
・安全率 1 未満 
の場合、ボーリング調査

を行う。 

有 

①災害発生の恐れが切迫している 
②再度災害が確認されている 
③胆振東部地震で被害が集中した箇所で、緊急で現地踏査と地

盤調査を実施し、大規模盛土滑動崩落防止事業の適用可能性が

ある箇所 
 
もしくは、以下の条件のうち一つでも該当する箇所 
①地震時安全率 1.2 未満 
②地下水位 GL-3.0 以浅 
③胆振東部地震における建物地震 5 戸以上 
④盛土末端側に弱層部（N 値≦2） 

①優先度評価ランク A で、ボーリング調査の結

果、安全率 1 以上かつ地下水位が GL-3.0 以深 
②優先度評価ランク A で、ボーリング調査の結

果、安全率 1 以上かつ地下水位が GL-3.0 以浅、

液状化判定 PL 値５以下 
③優先度評価ランク A で、ボーリング調査の結

果、安全率 1 以上かつ地下水位が GL-3.0 以浅、

液状化判定 PL 値５以上、過剰間隙水圧を考慮し

た安定計算の結果、安全率 1 以上 
④優先度評価ランク B で、簡易地盤調査の結果、

安全率 1 以上かつ地下水位が GL-3.0 以深 

無 
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都道 

府県 

市区 

町村 
盛土数 

1.5 次 SC 優先度フロー 簡易地盤調査 1.5 次 SC 結果による盛土の分類 

優先度評価指標 
実施の有

無 
対象 結果の評価 分類の有無 2 次 SC 経過観察 ２SC 終了 

6 岩手県 一関市 62 

①災害発生の恐れが切迫している 
②変状 
③標準構造 
④地下水位 
⑤不安定な地山 
⑥造成年代 
・変動確率× 

無 

 

 無    

7 福島県 
い わ き

市 
608 

①変状 
②滑動崩落を示唆する変状 
③標準構造 
④地下水位 
⑤造成年代 
⑥変動確率 
・不安定な地山× 

有 

①滑動崩落を示唆する変状が見

られる箇所 
②変状があり、不適格擁壁もしく

は擁壁変状が見られる箇所 

簡易地盤調査を実施し、

2 次 SC に進むか判断 
有 簡易地盤調査を実施し、2 次 SC に進むと判断された箇所 2 次 SC に進む箇所以外すべて 無 

８ 福島県 福島市 139 

①標準構造 
②変状 
③滑動崩落を示唆する変状 
④地下水の有無・高さ・流量 
⑤不安定な地山 
⑥地山の火山灰質土の有無 
⑦造成年代 
・変動確率× 

無 

 

 有 

構造が非標準の盛土もしくは、標準構造だが、滑動崩落の可能

性が考えられる変状が見られる盛土。 
そのうち、現状で盛土末端部の変状と地下水が多く含まれる兆

候が確認された箇所。 

記載なし 無 

9 福島県 白河市 150 

①標準構造 
②変状 
③緊急性を有する変状 
④常時湧水が認められるか 
⑤地下水 
⑥不安定な地山 
⑦ゴルフ場や太陽光発電所の盛土で

あってかつ保全対象施設までの距離

が 100m 以上であるか 
⑧保全対象に 10 戸以上の住宅もしく

は公共施設等があるか 
⑨造成年代 
⑩変動確率 

無 

  

有 
★フローが複雑であるため、表記が困難 
白河市独自のフローに基づき A ランクに分類されるもの 

白河市独自のフローに基づき、B ランクに分類さ

れるもの 
不明 

10 福島県 田村市 63 

①標準構造 
②変状 
③地下水位 
④不安定な地山 
⑤造成年代 
⑥変動確率 
⑦被災規模ランク 

無 

  

無 全箇所 2 次 SC 実施するまでは経過観察を実施。 無 

11 福島県 本宮市 75 

①標準構造 
②変状 
③地下水位 
④不安定な地山 
⑤造成年代 
⑥変動確率 
⑦大規模盛土造成地滑動崩落防止事

業の事業要件 
⑧現地踏査評価 
⑨被災規模ランク 

無 

  

有 
優先度評価ランク A のうち、大規模盛土造成地滑動崩落防止事

業の補助要件を 2 項目以上満たす箇所 
優先度評価ランク A、B のうち、2 次 SC に進む

要件を満たしていない箇所 
不明 

12 福島県 三春町 77 

①標準構造 
②変状 
③地下水位 
④不安定な地山 
⑤造成年代 
⑥変動確率 
⑦被災規模ランク 

無 

  

無 全箇所 2 次 SC 実施するまでは経過観察を実施。 無 
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都道 

府県 

市区 

町村 
盛土数 

1.5 次 SC 優先度フロー 簡易地盤調査 1.5 次 SC 結果による盛土の分類 

優先度評価指標 
実施の有

無 
対象 結果の評価 分類の有無 2 次 SC 経過観察 ２SC 終了 

15 茨城県 取手市 170 

①標準構造 
②変状 
③地下水位 
④不安定な地山 
⑤造成年代 
⑥変動確率 
⑦被災規模ランク 

有 
優先度評価 A ランクかつ、保全対

象の住宅数が 10 戸以上かつ、保

全対象の公共施設数が２戸以上 
記載なし 無    

16 茨城県 鉾田市 86 

①標準構造 
②変状 
③地下水位 
④不安定な地山 
⑤造成年代 
⑥変動確率 
⑦被災規模ランク 

有 
優先度評価 A ランクかつ、保全対

象の住宅数が 10 戸以上かつ、保

全対象の公共施設数が２戸以上 
記載なし 無    

17 茨城県 阿見市 69 

①標準構造 
②変状 
③地下水位 
④不安定な地山 
⑤造成年代 
⑥変動確率 
⑦液状化補修跡 
⑧ひな壇傾斜 

無   無    

18 栃木県 
宇 都 宮

市 
８４ 

＜一次評価＞※国のガイドラインと

同じ 
①標準構造 
②変状 
③地下水位 
④不安定な地山 
⑤造成年代 
⑥変動確率 
＜二次評価＞※盛土の末端部に着目

したフロー 
①標準構造 
②変状 
③地下水位 
④ひな壇部の危険要因 
⑤ひな壇擁壁の変状 
⑥不安定な地山 

有 
優先度評価ランク A かつ、盛土末

端部についても、非標準、変状有

の箇所 

地下水観測結果のケー

スが安全率 1.0を下回っ

た箇所 
有 

簡易地盤調査を行った箇所で、地下水観測結果のケースが安全

率 1.0 を下回った箇所 
記載なし 不明 

19 埼玉県 小川町 83 

①標準構造 
②変状 
③地下水位 
④不安定な地山 
⑤造成年代 
⑥変動確率 
⑦被災規模ランクの想定 

無   無    

20 神奈川県 鎌倉市 ２８７ 

①滑動崩落を示唆する変状 
②常時湧水・滲出 
③場所（盛土末端） 
④簡易地盤調査結果（地下水位・Nd
値） 
⑤軽微な変状 
⑥標準構造 
⑦造成年代 
・不安定な地山× 
・変動確率× 

有 
被害形態がすべりで、常時湧水有

かつ湧水箇所が末端部 

・地下水位 
地下水高が盛土厚の 1/2 
 
・N 値 
砂：N＜10 
粘土：N＜5 

有 

①滑動崩落を示唆する変状が認められる 
②被害形態がすべりで簡易地盤調査の結果、2 次 SC に進む箇

所 
③被害形態が擁壁倒壊・変形で、不適格擁壁もしくは変状があ

り、擁壁の危険度判定が大評価 

①被害形態がすべりで、末端部で湧水が認められ

ないが、軽微な変状がある箇所 
②簡易地盤調査の結果、2 次 SC に進まないが、

軽微な変状がある箇所 
③被害形態がすべりで、末端部で湧水が認められ

ず、変状もないが、非標準かつ造成年代が基準年

以前の箇所 
④被害形態が擁壁倒壊・変形で、不適格擁壁もし

くは変状があり、擁壁の危険度判定が中もしくは

小評価 
⑤被害形態が擁壁倒壊・変形で、適格擁壁かつ変

状がないが、造成年代が基準年以前の箇所 
 
 

不明 
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都道 

府県 

市区 

町村 
盛土数 

1.5 次 SC 優先度フロー 簡易地盤調査 1.5 次 SC 結果による盛土の分類 

優先度評価指標 
実施の有

無 
対象 結果の評価 分類の有無 2 次 SC 経過観察 ２SC 終了 

21 静岡県 沼津市 １３２ 

①住宅地等かそれ以外か 
②居住誘導区域内外 
③すべり崩壊もしくは擁壁倒壊 
④地下水位 
⑤変状 
⑥造成年代 
⑦標準構造・排水機能 
⑧被害規模ランク 
⑨区域内戸数 
・不安定な地山× 
・変動確率× 
 
 
 

無   有 被害形態がすべり崩壊もしくは擁壁倒壊 
被害形態がすべりによる変形や擁壁変形の箇所。 
ただし、対策工事が国庫補助対象とならないもの

は行わない。 

・設定された危険要因が非該

当なもの。 
・対策工事が国庫補助対象と

ならないもの 

２

２ 
愛知県 

名 古 屋

市 
６３５ 

＜一次評価＞※国のガイドラインと

同じ 
①標準構造 
②変状 
③地下水位 
④不安定な地山 
⑤造成年代 
⑥変動確率 
 
＜二次評価＞Aランクのみ対象※盛土

の末端部に着目したフロー 
①標準構造 
②変状 
③地下水位 
④ひな壇部の危険要因 
⑤ひな壇擁壁の変状 
⑥不安定な地山 

無   有 
国のガイドラインで A ランクかつ、盛土末端部が非標準かつ変

状ありもしくは変状はないが湧水が見られる箇所を最も優先

度を高く 2 次 SC を実施する 
記載なし 不明 

23 愛知県 豊田市 ３３０ 

①変動確率 
②人家戸数 
③公共施設数 
④盛土面積 
⑤人家戸数 
⑥指定避難所、避難路数 
⑦盛土面積 
・標準構造× 
・変状× 
・不安定な地山× 
・造成年代× 

無   有 
腹付け盛土もしくは、変動確率が 80％以上の谷埋め盛土。 
ただし、人家戸数と公共施設の有無により優先度を細分する。 

記載なし 不明 

26 大阪府 豊中市 ２８１ 

①標準構造 
②変状 
③変状区分 
④変状の位置 
⑤地下水位 
⑥不安定な地山 
⑦造成年代 
⑧変動確率 

有 

①非標準な盛土 
②標準な盛土かつ変状有かつ個

別の住宅以外にも影響を及ぼす

箇所 
③標準な盛土で変状はないが、地

下水もしくは不安定な地山が認

められる箇所 

安定計算の結果、 
安全率が１以上：変動予

測調査終了 
1 未満：2 次 SC 

有 簡易地盤調査、安定計算の結果、安全率１未満の箇所 

記載なし 
・簡易地盤調査に進まない箇所は、簡易地盤調査

を実施した盛土の安定性の解析結果の状況を踏

まえて、総合的に簡易地盤調査実施の要否や SC
の終了を判断する。 

・安定計算の結果、安全率が

１以上の箇所 
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3.1.3  他の土構造物の点検事例収集・整理 

(1) 検討方法 
道路、鉄道等における、盛土の維持管理、点検についての資料収集を行い、盛土の点検頻

度、点検の着目点、盛土健全性の判断指標等について整理する。収集資料を表 3.5に示す。 
 

表 3.5 宅地擁壁の補強事例収集資料 
種  別 収集資料 
道  路 ■道路防災点検に関する資料 

・道路防災点検の手引き（H30.9） 
・道路防災点検要領（H18.9） 
・防災カルテ作成・運用要領（H8.2） 
■道路土工構造物点検に関する資料 
・道路土工構造物点検要領（H30.6） 

高速道路 ・保全点検要領（R3.4） 

鉄  道 ・鉄道構造物等維持管理標準・同解説（構造物編）（H19.1） 

 

(2) 他事業者における盛土点検方法の整理結果 
 

・点検は、いずれも目視点検が基本であり、写真、変状の状況を点検結果としてとりまと

める。道路防災点検および高速道路では、点検結果を時系列にとりまとめる様式あり。 
・点検すべき変状の種別についての記載は、すべてのマニュアルにあるが、写真等による

変状事例を掲載しているものは少ない。また、具体的に盛土のどの位置で変状が発生しやす

いか等に言及したマニュアルはなかった。 
・道路防災点検は、点検位置を事前に設定し、その変化を毎年確認する手法であり、点検

箇所が明確なため効率的な点検が可能である。※他事例は盛土全体を確認する手法である。 
・道路防災点検以外は、点検結果に基づく健全性の判断指標が整備されている。ただし、

判断基準は点検者の主観によるところが大きい 
 

  資料整理結果概要 
【点検頻度】1 年に 1 回の点検が多い（鉄道のみ 2 年に 1 回） 
【点検の手法】目視点検を基本とする 
【変状の着目点】 
  盛土変状：クラック、はらみだし、段差、陥没、肌落ち、すべりなど 
  地下水：湧水、流水跡、湿潤状態、排水構造物の整備状況・閉塞・溢水など 
【健全性の指標】道路防災点検以外は、判断指標あり 
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1) 道路防災点検：手引き（H30.9）点検要領（H18.9）防災カルテ作成・運用要領（H8.2） 
 

・初回点検は、安定度調査として、現地詳細調査（目視）に基づく、不安定要因の点数化に

より、各盛土の安定度を判定。 
・「要対策」「カルテにより対応」と判定された盛土を対象として、定期点検を実施。 
・定期点検は、安定度調査に基づく、点検の着目点、位置、初回点検の状況を記した「防災

カルテ」により実施。 
・定期点検（カルテ点検）は、目視主体で、着目箇所の写真および変化を、時系列にとりま

とめる。 
・変状および地下水等に関する着目点は以下。 
 【変状】構造的な変状（法面のハラミ出し、路面のクラック、路面の陥没、擁壁等の亀

裂）、法面下部の洗堀、路面の補修箇所、法面の肌落ち 
 【地下水等】法尻部が湿潤、盛土法面の湧水・流水跡、周辺の土地が湿潤、側溝・縦排水

工の整備状況（排水不良による盛土への流入） 
・点検頻度は明記されていないが、国道では概ね 1 回/年実施されている。 
・健全度等の判断基準はなし 

 

【安定度調査票】 
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【防災カルテ】 
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2) 道路土工構造物点検要領（H30.6） 
 

・初回点検と定期点検は区別されていなし。 
・定期点検は目視主体で、変状について写真および概略図面にとりまとめる。 
・時系列的なとりまとめはなし。 
・変状および地下水等に関する着目点は以下。 
 【変状】法面の変状：亀裂・段差・はらみだし・浸食・小崩壊、路面の変状：亀裂、段差 
路肩部の変状：亀裂、浸食 
 【地下水等】法面部：湧水、軟弱化、路面排水施設の状況（閉塞・溢水） 
・点検頻度は、5 年に 1 回 
・健全度等は、Ⅰ～Ⅳの 4 段階に区分 
・写真による変状事例あり 

 

【健全度区分】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変状事例】 
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【とりまとめ様式】 
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3) 高速道路：保全点検要領（R3.4） 
 

・初回点検と定期点検の内容は同じ。 
・点検は目視主体で、変状について写真および概略図面にとりまとめる。 
・時系列的なとりまとめあり。 
・変状および地下水等に関する着目点は以下。 
 【変状】崩落、亀裂、はらみ、陥没、肌落、ガリー浸食 
 【地下水等】湧水 
・点検頻度は、１年に 1 回 
・健全度等は、AAA～Ｃの６段階に区分 

 

【健全度区分】 
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【とりまとめ様式】 
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【とりまとめ様式】 
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4) 鉄道構造物等維持管理標準・同解説（構造物編） （H19.1） 
 

・初回点検と定期点検の内容は同じ。 
・点検は目視主体で、変状について写真および概略図面にとりまとめる。 
・時系列的なとりまとめなし。 
・変状および地下水等に関する着目点は以下。 
 【変状】崩落、亀裂、はらみ、すべり 
 【地下水等】なし 
・点検頻度は、２年に以内に 1 回 
・健全度等は、AA～Ｓの６段階に区分 
・健全度の判断事例あり 

 

 

【健全度区分】 
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【健全度区分の判断例】 
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【とりまとめ様式】 
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表  3.6 他事業者における盛土点検内容の整理  
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3.1.4  現地踏査 
神奈川県および川崎市の盛土造成地を対象に、現地踏査を実施した。得られた結果を以下に示す。 
 
  地震時安全率 1 を切る盛土であっても、常時で確認できる湧水や変状は盛土末端部のみであ

り、側部や頭部と連続するような変状＝「滑動崩落を示唆する変状」は確認されなかった。 
  多数の盛土造成地を有する川崎市の中で優先度ランクが高い盛土であっても、滑動崩落を示

唆する変状は認められなかった。「滑動崩落を示唆する変状」が常時で確認されることは極め

て稀であると想定される。 
  ほとんどの変状は盛土全体の安定性に関わるものではなく、個々の宅地擁壁にのみ発生する

ようなものであった。住民が主体となり、盛土全体の安定性に関わるような変状を抽出し、

宅地点検カルテを作成してもらうような経過観察は難しい。 
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A 地区（許容安全率を下回る盛土の例） 

 

  

      
盛土末端部の擁壁（目地の開き等有）     湧水の滲み出し 
  地震時安全率が 1 を大きく下回る盛土 
  盛土頭部・側部における変状無 
  末端部擁壁には、湧水の滲み出し、目地の開き等の変状が確認されるが、「滑動崩落を

示唆する変状」には至っていない   
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B 地区（許容安全率を下回る盛土の例） 

 

  

    
盛土末端部の擁壁（目地の開き等有） 

 
擁壁下部の洗堀 

  地震時安全率が 1 を大きく下回る盛土 
  末端部擁壁には、目地の開き等の変状が確認されるが、「滑動崩落を示唆する変状」に

は至っていない 
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C 地区（許容安全率を上回る盛土の例） 

 

 

    
盛土末端部の法面（変状なし） 

  
盛土下部擁壁からの湧水      盛土下部擁壁の変状 

  地震時安全率が 1 を大きく下回る盛土 
  末端部擁壁には、目地の開き等の変状が確認されるが、「滑動崩落を示唆する変状」に

は至っていない 
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D 地区（許容安全率を上回る盛土の例） 

 

 

    
盛土頭部の道路（変状なし）      盛土下の暗渠（水の流れあり=健全） 

  
盛土下部擁壁（増積擁壁、変状有）  盛土下部法面（小段無、はらみ出し） 

  地震時安全率が 1 を大きく上回る盛土 
  盛土頭部の道路面に変状無 
  盛土下部の擁壁が増積擁壁で変状は認められるが個々の擁壁の変状である 
  盛土下部法面は小段がなく非標準的なのり面。若干のはらみ出しが認められた 
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E 地区（許容安全率を上回る盛土の例） 

 

 

    
盛土頭部（主測線方向）     個々の宅地擁壁の変状 

  地震時安全率が 1 上回るが余裕しろが少ない盛土 
  傾斜の急な盛土造成地であるため、安全率は低い結果であるが、現地状況からは滑動

崩落を示唆するような変状は認められなかった。 
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F 地区（許容安全率を上回る盛土の例） 

 

  

     
盛土側部の擁壁からの湧水（変状あり）  盛土下部擁壁（変状なし） 
  地震時安全率が 1 を大きく下回る盛土 
  盛土と地山の境界付近に位置する擁壁からの滲み出し 
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G 地区（許容安全率を上回る盛土の例） 

 

  

  
盛土末端部の擁壁（変状あり）       前面の切土法面の崩壊 

   
盛土末端擁壁背面          盛土末端擁壁背面の沈下 

  地震時安全率が 1 上回るが余裕しろが少ない盛土 
  末端部擁壁背面には沈下が確認された 
  切土部分では法面の崩壊 
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3.2  点検・監視の実施方法および経過観察の運用体制の検討 
事例収集および現地踏査、有識者ヒアリングを受けて、以下の通り経過観察実施方針を検討した。 

 経過観察の対象は、第二次スクリーニングによる安全性の確認が完了した盛土を除く、全て
の大規模盛土造成地とする。実施にあたっては、第二次スクリーニングの優先度ランク及び

該当する優先度評価指標に応じて、経過観察を実施する頻度のレベル（以下、「経過観察頻度

レベル」という）を区分することとする。 
 経過観察の種別は、「全体点検」「定期点検」「異常時点検」とし、経過観察頻度レベルに応じ
て実施頻度を設定する。 

 経過観察は、現地踏査による目視を基本とする。 
 点検結果に従い、経過観察頻度レベルの見直し等の評価を行い、その結果を宅地毎に経過観
察カルテとしてとりまとめる。 

 経過観察の実施体制は、地方公共団体主体とするが、コンサルタントや民間専門家団体等に
委託し実施することも可能とする。 

 第二次スクリーニングによって安全性の確認が完了した盛土については、安全性維持の観点
から、安全率の余裕度等に応じた継続的な安全性確認を行うことが望ましい。 

 「防災安全パトロール」等の地域住民が行う防災活動は、変状・湧水の早期発見につながる
など、防災上有効であるため推奨する。 
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表 3.7 経過観察 実施方針 

経過観察 
頻度レベル 定義 盛土の分類 優先度ランク 

高 

変状又は湧水が認

められるため、「高」

頻度で経過観察が

必要な盛土 

変状又は湧水が認められる盛土 
※滑動崩落を示唆する変状は「早

期に第二次スクリーニング」を

行う必要があるため対象外 

A1・A4 
（「変状有」又は「地下水有」

に該当する盛土に限る） 

中 

変状及び湧水が認

められないが、変状

及び湧水を除く優

先度評価指標のい

ずれかに該当する

ため、「中」程度の頻

度で経過観察が必

要な盛土 

変状及び湧水が認められないが、 
以下の優先度評価指標のいずれ

かに該当する盛土 
・盛土下の不安定な土層有 
・造成年代が基準年以前 
・盛土および擁壁の形状と構造

が非標準 

A1・A4 
（「変状有」又は「地下水有」

に該当しない盛土） 
A2・A3・ 
B1・B2・B3 

低 

変動確率を除く、全

ての優先度評価指

標に該当しないた

め、「低」頻度の経過

観察で対応可能な

盛土 

変動確率を除く、全ての優先度評

価指標に該当しない盛土 B4・C 
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3.3  経過観察マニュアルのとりまとめ 
2 章、3 章の検討結果を反映し、経過観察マニュアルのとりまとめを実施した。 
経過観察マニュアル（案）を巻末資料 4に示す。 
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4  有識者等ヒアリング  
ヒアリングは、学識経験者および（一社）地盤品質判定士会、大規模盛土造成地を

多数有している神奈川県および神奈川県川崎市を対象に表  4.1 のとおり実施した。  
表  4.2～表  4.6 に主な意見を示す。  
 

表  4.1 有識者等ヒアリング実績  
ヒアリング日   

2021 年 5 月 31 日  東京電機大学名誉教授  
安田進様  

2021 年 6 月 2 日  （一財）ベターリビング総括役  
二木幹夫様  

2021 年 6 月 2 日  
群馬大学大学院理工学府  
環境創生部門教授  
若井明彦様  

2021 年 8 月 4 日  （一社）地盤品質判定士会  

2021 年 8 月 30 日  神奈川県川崎市  

2021 年 9 月 15 日  神奈川県  

2022 年 1 月 7 日  

（一財）ベターリビング総括役  
二木幹夫様  
 
東京電機大学名誉教授  
安田進様  
 
群馬大学大学院理工学府  
環境創生部門教授  
若井明彦様  
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表  4.2 第一回有識者ヒアリング（2021 年 5 月 31 日、2021 年 6 月 2 日）  
番号  ご意見  
１．経過観察対象  

1 ガイドラインの優先度評価フローにおけるランク B を経過観察にする

と、対象となる盛土の数が多くなりすぎるのではないか。  
ランク B の数によっては経過観察対象を絞り込むなどの配慮も必要で

はないか。  

安田先生  
 
若井先生  

2 対象について、B ランクを入れている点や、2 次 SC の結果安全率 1 未

満でも対策できないところも含めている点に賛同する。  
安全率の余裕しろが少ない地点については、どの程度の余裕しろが必

要なのかの定量的な議論が必要であると考える。  

若井先生  

3 経過観察の対象やルールは可能な限りシンプルに（現場が混乱しない

ように）するべきである。地震の後だけ見に行く、とする地点もある

と考える。  

若井先生  

（2-1）経過観察による安定性の担保について  
4 地震時の滑動崩落現象は、常時における変状の進行はあまりない。変

状の進行が確認されなくても地震時になるといきなり大きな変状が発

生する場合がある。そのような現象をターゲットとする場合の経過観

察手法の確立は難しい問題である。 

安田先生 

 

5 経過観察結果と盛土の地震時の安全性を結びつけるのは難しいだろ

う。 

二木先生 

6 仙台の宅地被害と地震前の変状の関係はどうだったか。 二木先生 

（2-2）潜在リスクレベルの設定について  
7 点検で確認できる変状とそれが地震時の被害につながるストーリー

（メカニズム）を検討したうえで、リスクレベルの設定・点検方法の

検討を行うべきである。併せて被害想定も記すこと。 

安田先生 

 

 

潜在リスクレベルを設定するには、実際の危険性が紐づいていないと

いけない。適切に設定することが重要である。 

若井先生 

8 地下水位の把握が最も重要であるため、集水地形を定量的に評価でき

ると、対象となる盛土も絞り込めると考える。 

二木先生 

9 雨と地震が同時に起きた場合はどうするのか 二木先生 

（2-3）点検項目について  
10 道路や鉄道などの経過観察手法を参考にするとよい。 安田先生 

11 現在の変状と補修跡が点検の着目ポイントとなる。 

補修の経緯を住民に確認できると変状メカニズムの推定・点検項目の

重点化につながる。1.5 次 SC の時点から住民の協力を得ることは可能

か。 

安田先生 

 

12 盛土全体に影響を与える変状かどうかを見極められるような点検項目

にする必要がある。 

安田先生 

若井先生 

滑動崩落に起因する宅地の変状か擁壁の変状か等、変状の質と規模を

見極める必要があり、点検項目はそれを具現化できないといけない。 

二木先生 

13 降雨時の状況で滑動崩落の兆候（地下水位の出方など）を判断できる

可能性はある。日常よりも水が多い等は住民が確認可能なポイントで

あるため、チェック項目に入れるとよい。 

二木先生 
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番号  ご意見  
湧水については、水抜き穴からの出水程度であれば経過観察の必要は

ないのではないか。 

若井先生 

14 宅地擁壁健全性は、擁壁構造体・裏込め土・それぞれの状態が複合的

に関係してくる。 

擁壁の適切な耐震診断のためには、擁壁構造体や裏込め土の耐震性能

を定量的に評価する手法を検討する必要がある。 

二木先生 

15 北海道胆振東部地震では、滑動崩落が起きた盛土で、盛土内の細粒分

が排水工に流出する現象がみられた。排水ピットの状況なども点検項

目に入れてもよいと考える。 

二木先生 

（2-4）実施時期について  
16 緊急点検（地震時・降雨時）の対象については、以下を参考にすると

よい。すべり崩壊・擁壁倒壊のいずれの場合も同等の考え方でよい。 

＜地震＞ 

震度 4 が発生した場合：リスクレベルの高い盛土 

震度 5 以上が発生した場合：すべての経過観察対象盛土 

＜降雨＞ 

土砂災害警戒情報が発表された場合：すべての経過観察対象盛土 

安田先生 

 

17 過去の地震・降雨履歴（最大震度、最大降雨量等）を考慮した緊急点

検実施時期の検討が必要である。 

二木先生 

（2-5）その他  
18 衛星データを用いた変動予測調査事例が報告されているので参考にす

るとよい。 

二木先生 

３．運用体制  
19 点検者による判断の違いがないような点検項目・判断基準にする必要

がある。 

若井先生 

20 点検者が地方公共団体から住民へ移行した際に既往の経過観察結果等

を引き継げるような仕組みが必要である。 

若井先生 

21 民間の専門家団体とはどこか。予算的な支援はどのように考えている

か。 

二木先生 

簡易地盤調査  
22 「新しい盛土の考え方」にある簡易地盤調査について、調査方法をガ

イドラインに明記するべきではないか。 

安田先生 

 

23 実務レベルではどのような課題があるか。 安田先生 

 

24 被害が大きくなるのは盛土下に軟弱層が存在する場合であると考える

（沖積層の方が地層の連続性、均質性が高いため、地震時に層全体で

動く可能性がある）。盛土下の地盤が悪い場合の対応について考えてい

く必要がある（見逃しを防ぐ）。 

若井先生 
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表  4.3 判定士会ヒアリング（2021 年 8 月 4 日）  

番号 ご意見 

経過観察マニュアル作成のための検討方針の確認  
1 2 次 SC を実施した箇所における経過観察の考え方について教えてほし

い。 

判定士会 

2 経過観察と定期点検は別の意味合いだと思うが、どのように使い分け

ているか。 

判定士会 

3 地域住民主体の経過観察とはどのようなイメージか。 判定士会 

4 法面等はほとんど管理されておらず、住民は立ち入りできないと考え

る 

判定士会 

5 対象となる盛土数が多いため、安全率が 1 を大きく上回る盛土は経過

観察しない方針で検討していく。 

井上専門官 

6 宅地カルテと点検カルテは別のものか。 判定士会 

7 地震後、経過観察が必要となる盛土が新たに発生する可能性がある。

それを見逃さない方法を考えないといけない。住民主体の点検のみだ

とそれを見落とす可能性があることも考慮する必要がある。 

判定士会 

8 「常時」「異常時」の実施時期は、地震だけでなく雨も考慮する必要が

ある。 

井上専門官 

収集資料の整理結果の確認  
9 47 都道府県のうち６地方公共団体以外は国のガイドラインを使った

優先度評価を行っているという認識でよいか。 

井上専門官 

10 令和 4 年度末までに 1.5 次 SC を行うことが難しい地方公共団体には、

被災規模も含めて、地域の実態を踏まえた独自の考え方で優先度評価

を実施してもよいと伝えている。 

井上専門官 

11 事例収集結果については、経過観察マニュアルにどのように反映する

のか。 

井上専門官 

12 不安定な土層の有無が優先度評価指標に入っているが、現地ではほぼ

わからないと思う。住民さんに確認してもらうことは不可能ではない

か。 

判定士会 

13 不適格擁壁かどうかは確認したほうが良い。 判定士会 

14 地方公共団体主体の盛土には、判定士会等は関与しないのか。 判定士会 

15 地方公共団体が専門業者に発注するということもありえるのか。 判定士会 

16 擁壁の変状については、滑動崩落に起因するものか、老朽化によるも

のかの判断が難しい。ひな壇に位置する擁壁の変状については、老朽

化擁壁の対象としてもよいという考えもある。ただし、ひな壇の擁壁

のみに変状がある場合、全体のすべりの安全性を担保する必要がある。 

井上専門官 
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番号 ご意見 

地方公共団体独自の経過観察マニュアル  
17 優先度ランク B と C の盛土数がどの程度あるかは把握しているか 判定士会 

18 地方公共団体が実施している異常時の点検には雨も入っているのか。 井上専門官 

 

19 川崎市は、優先度の低い盛土は点検範囲を絞り込んでいる（盛土の主

測線付近のみ）。この考え方を国の経過観察マニュアルに反映すること

は難しいと考えるが、盛土数が多い公共団体については、負担軽減の

ためにも、独自の考え方で経過観察の着目箇所の絞り込みができるよ

うなマニュアルの作りにしていきたい。 

PCKK 

20 2 次 SC や経過観察の対象となる盛土の考えを教えてほしい。 判定士会 

21 盛土全体の中でリスクレベル「小」「極小」の割合は多いのか。 判定士会 

22 潜在リスクレベルの設定方法を教えてほしい。 判定士会 

整理結果に基づくマニュアル作成方針の確認  
23 滑動崩落を示唆する変状を見逃さない点検として、異常時の一斉点検

については地方公共団体が主体で実施する必要があることを追記する

必要がある。 

井上専門官 

24 潜在リスクレベルの高い盛土はあくまで地方公共団体が実施主体であ

ることを明示したうえで、そこに「判定士会の支援も検討してもらっ

て差し支えない」と加える等マニュアルの記載を工夫する必要がある。 

 

井上専門官 

25 大規模盛土の範囲と自治会の範囲が一致していない。複数の自治会に

跨る場合は住民主体の点検体制はややこしくなることが懸念される。 

判定士会 

26 国交省の経過観察の考え方の通知文書として、「本来すべての大規模盛

土造成地を対象に 2 次 SC をやらないといけないが、時間と予算がかか

るため、経過観察により当面の安全確認をしているとみなしてよい」

という考え方を示す予定である。ただし、少なくとも 1 箇所は 2 次 SC

を実施する必要があることは指導していく。その箇所は潜在リスクレ

ベルが最も高いところとなると思う。 

井上専門官 

27 数百か所の盛土を有していても、2 箇所のみの 2 次 SC の実施で「2 次

SC が完了した」という整理にしている地方公共団体もある。 

判定士会 
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表  4.4 神奈川県川崎市ヒアリング（2021 年 8 月 30 日）  
番号 質問 回答 

確認事項  
1 川崎市の経過観察マニュアルにお

いて、経過観察の主体は行政か、

行政＋住民か。（なお、P.2 に「担

当者が統一的な見解のもと、適切

に大規模盛土造成地の評価を行え

ることを目的として作成しまし

た。」との記述もあるため、行政主

体と思われる。） 

国土交通省 【市】川崎市の経過観察マニュアル

は行政主体で行うことを前提に作成

している。そもそも変動予測調査は

行政で実施するものであり、経過観

察はその一環という認識である。こ

のため、住民が主体で経過観察を実

施することは事業のスキームとして

違和感がある。また、被害リスクに

ついて住民へ情報開示することつい

ては慎重に行うべきものと考えてい

る。あくまで、住民が行うのは土地

の管理のための日常点検という位置

づけではないかと考える。 

【国】盛土数が多い地方公共団体は、

すべてに対して経過観察を行うには

限界があると考えている。このため、

潜在リスクレベルが低い盛土は住民

に点検してもらい、変状が確認され

た場合にはレベルの高い点検（地方

公共団体主体の経過観察）を行う、

ということを基本的な考え方として

いる。 

2 行政主体の場合、川崎市では経過

観察を実施する体制は何人程度か

（技術系、事務系の内訳も） 

国土交通省 【市】経過観察はスタートしていな

いが、1.5 次 SC レベルの現地踏査は、

技術系職員 4 人が 2～3 人体制で実

施している。主側線のみの場合 15～

20 箇所／日、盛土全域の場合は 10 箇

所／日程度の踏査が可能である（川

崎市は現場間の移動がないため、1

日に多くの盛土を周ることができ

る） 

3 第二次スクリーニングを実施した

6 箇所の盛土も含め、全ての大規

模盛土造成地を対象（1093 箇所の

うち、現地に立入できない 45 箇所

を除く。）とし、実施時期を短期（3

年周期、72 箇所）、中期（5 年周期、

239 箇所）、長期（10 年周期、733

箇所）と分けているが、1 年に何カ

所の盛土を経過観察するペースを

想定しているのか。また、1 年に 1

職員当たり何カ所経過観察するペ

ースであれば現実的か。 

国土交通省 【市】1 年で 140 宅地程度（7 日／

年）の経過観察を予定している。実

際は、宅地以外に「がけ」の点検も

並行して実施しているため、負担が

大きい。地震後の盛土一斉点検も担

当することとなると、さらに負担が

増えることになる。 
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番号 ご意見 回答 

4 第二次スクリーニングを実施した

盛土の選定方法を教えてほしい。 

国土交通省 【市】A1 ランクを対象としてい

る。 

5 現在、安全率が 1 を大きく上回る盛

土は経過観察しない方針を想定し

ているが、安全率が経過観察の対象

を決める要素になってはいないの

か。 

国土交通省 【市】盛土と切土では地震時の揺

れが異なり、盛土のほうが被害が

生じやすいと考えられている。こ

のため、住民に対する啓発や注意

喚起の観点から、安全率によらず

全盛土を経過観察対象とすべき

と考えている。 

また、宅地耐震化推進事業もそう

だが、基本的に大規模盛土は地震

時の検討をしているため、他の地

方公共団体の経過観察 M 等で豪雨

時の点検あったのは意外に思わ

れた。 

【国】仰る通り、宅地耐震化推進

事業では主に地震時を想定して

いるが、昨今の被災形態も踏まえ

て、豪雨時の点検も含めてはと考

えている。 

6 国の経過観察マニュアルにおいて、

潜在リスクが小・極小の場合は、経

過観察の主体を住民主体と想定し

ている。経過観察を住民に実施して

もらうにあたり、そもそも大規模盛

土とは何かやこれまでの取組内容

（マップ作成、現地踏査、第二次ス

クリーニング等）、潜在的なリスク

についても説明する必要がある。こ

れまで、現地踏査や第二次スクリー

ニングの地盤調査を実施する際に、

住民へ説明する機会があったかと

思うが、その際の住民の反応（受け

入れてくれるのか、反対されるのか

等）はいかがだったか。説明にあた

って意識したことがあればそれも

含めて教えてほしい。 

国土交通省 【市】2 次 SC 調査の説明会につい

ては、盛土上の住民のみを対象と

して実施した。調査しなければな

らない宅地に選ばれた時点で住

民が不安視するため、盛土上以外

の住民には調査ポイントすら開

示しなかった。（自治会長と自治

会 の 防 災 担 当 へ の 周 知 は 行 っ

た）。 

潜在リスクを開示する点につい

ては、所有者の心象などには十分

に配慮する必要があると考える。

また、盛土ごとにリスクを設定し

た場合、大規模盛土造成地マップ

はハザードマップという位置づ

けに変わるのではないか。 
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番号 ご意見 回答 

7 住民主体の場合は、自治会が実施するこ

とになると考えているが、大規模盛土と

自治会の範囲が必ずしも一致しない。そ

の場合の住民主体の点検体制・点検カル

テの管理更新等はややこしくなるかもし

れないが、円滑に経過観察を進めるため

の方法があれば。 

国土交通省 【市】住民に期待する役割は、

滑動崩落を示唆する変状の発

見ではなく、自身の宅地変状

に気づいた際、連絡をもらう

程度と考えている。 

【国】住民が行う経過観察の

対象については現時点で変状

が出ていない盛土とし、変状

が出たら通報するような仕組

みを考えている。 

8 経過観察にあたっては、民間の専門家の

支援を受けることを想定している。例え

ば、住民への宅地防災啓蒙活動としての

勉強会の支援や、住民主体の盛土（潜在

リスクレベルの低い盛土）の点検支援な

どが挙げられるが、この他に必要とされ

る支援方法があれば教えてほしい。 

国土交通省 【市】今後検討していく。判

定士会へは、地盤相談会の支

援をお願いしたことがある。 

9 異常時（豪雨時、地震時）については、こ

れまで変状の無かった優先度の低い盛土

であっても、変状の発生の可能性がある

ため、全箇所一斉点検を行う必要がある

と考えている。盛土数の多い川崎市の場

合負担が大きいと想定するが、考慮する

べき点があれば教えてほしい。 

国土交通省 【市】がけに関しては、箇所

数が多いので、規模などで対

象を 100 箇所程度に絞り込ん

で実施しているのが実態であ

る。宅地については震度 6 弱

以上の地震で一斉点検を行う

計画としている。異常時にす

べての盛土を一斉に点検する

のは負担が大きい。 
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表  4.5 神奈川県ヒアリング（2021 年 9 月 15 日）  
番号 ご意見 回答 

確認事項  
1 検討している経過観察マニュアル

において、行政主体による経過観察

の実施も想定している。行政の中で

も県が実施するか市町村が実施す

るか整理は必要かもしれないが、仮

に県が実施する場合、神奈川県では

経過観察を実施する体制は何人程

度か（技術系、事務系の内訳も） 

国土交通省 【県】現時点で経過観察を実施でき

るような体制は構築できていない。

宅造法の許認可と宅地耐震化推進

事業を実施している部署が違うた

め、経過観察を行う場合は宅造法の

許認可を担当している部署へのレ

クチャー等を行う必要がある。 

2 経過観察の対象となる盛土を全て

の大規模盛土造成地を対象（第二次

スクリーニングで安定性が確認さ

れた盛土を除く。）とすることも想

定しているが、神奈川県では 398 箇

所のうち 2 か所の盛土を経過観察

としている。2 か所に限定している

理由は、変状の程度や経過観察を実

施する体制が理由か。また、1 年に

1 職員当たり何カ所経過観察するペ

ースであれば現実的か 

国土交通省 【県】有識者の意見を参考に 2 箇所

を選定した。基本的には、変状が出

ている個所を 2 次 SC、変状が出て

いる箇所の内地下水位が確認され

ない箇所を経過観察としている。 

1 回目の経過観察は 2～3 年以内に

実施しようと考えており、2 回目以

降の頻度、実施主体等の具体的な計

画はない 

3 国の経過観察マニュアルにおいて、

潜在リスクが小・極小の場合は、経

過観察の主体を住民主体と想定し

ている。経過観察を住民に実施して

もらうにあたり、そもそも大規模盛

土とは何かやこれまでの取組内容

（マップ作成、現地踏査、第二次ス

クリーニング等）、潜在的なリスク

についても説明する必要がある。優

先度評価の結果を住民に伝えるか

どうかは住民への影響が大きいた

め慎重な議論が必要であるが、説明

にあたって注意すべきことがあれ

ばそれも含めて教えてほしい。） 

国土交通省 【県】大規模盛土造成地マップは、

危険な盛土を表したものではない

と住民へ説明している。また、2 次

SC の対象の宅地についても、安易

にリスクがあることを住民へ提示

できない。滑動崩落は人命に直結す

るため、盛土のリスクの開示につい

ては慎重にならざるを得ない。 

【国】住民への周知については、国

の方で再度検討する。 

 

4 住民主体の場合は、自治会が実施す

ることになると考えているが、大規

模盛土と自治会の範囲が必ずしも

一致しない。その場合の住民主体の

点検体制・点検カルテの管理更新等

はややこしくなるかもしれないが、

円滑に経過観察を進めるための方

法があれば 

国土交通省 【県】自治会単位で進めることにな

ると思うが、調査区域内／外、地権

者が住んでいる／住んでいないで

認識がかわるため、一体で対応する

ためには課題が多い。また、風評被

害につながる可能性があるため、住

民へ点検を依頼するのは難しいの

ではないか。 
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番号 ご意見 回答 

5 経過観察にあたっては、民間の専門家の

支援を受けることを想定している。例え

ば、住民への宅地防災啓蒙活動としての

勉強会の支援や、住民主体の盛土（潜在

リスクレベルの低い盛土）の点検支援な

どが挙げられるが、この他に必要とされ

る支援方法があれば教えてほしい 

国 土 交 通

省 

【県】判定士等の専門家から支

援を受ける方法は良いが、勉強

会が開催されること自体が「自

分の宅地が危ないのではない

か？」と不安になる住民もいる

と思う 

6 異常時（豪雨時、地震時）については、

これまで変状の無かった優先度の低

い盛土であっても、変状の発生の可能

性があるため、全箇所一斉点検を行う

こともありうると考えている。盛土数

の多い神奈川県の場合負担が大きい

と想定するが、考慮するべき点があれ

ば教えてほしい。 

国 土 交 通

省 

【県】豪雨時の点検等に対する

計画はない。豪雨直後に水位の

状況を点検に行っても参考に

ならないと考えている。水位が

高い現象が継続していること

を確認することが重要だと考

える 

全体に対するご意見  
7 宅地は所有者管理の原則があるにも関わ

らず、いつまで大規模盛土造成地のみに

手厚い支援を行う必要があるのか、疑問

に感じている。宅地耐震化推進事業に対

する国交省の考え方を教えてほしい。 

神奈川県 【国】造成宅地防災区域のよう

に危険な大規模盛土造成地を

指定する責任を行政が有して

いるため、そのための調査につ

いては進めていく必要がある

と認識している。 

【市】経過観察を行うとなる

と、より手厚い支援を行うこと

につながるため、正直驚いてい

る。 

【国】国交省内でも再度検討す

る 

8 すべての大規模盛土造成地を経過観察す

る必要があるのか 

神奈川県 【国】現時点では 2 次 SC を実

施していない盛土については

経過観察を行う方針としてい

る。ただし、リスクレベルに応

じて点検のレベルは変えたい

と考えている 

9 宅造法の許認可を持つ自治体と持たない

自治体で宅地耐震化に対する意識（問題

認識）の差が大きいと感じている（全国

的にそのような実情である）。許認可を持

たない自治体に経過観察の実施の指示を

県が行った場合のコンセンサスを得る方

法を検討する必要がある） 

神奈川県 【国】許認可権限を持っている

／持っていない自治体の問題

認識の差について認識した。

「許認可権限を持たない市町」

に対してどのようなフォロー

アップが必要かについて検討

していく 
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表  4.6 第二回有識者ヒアリング（2022 年 1 月 7 日）  
番号  ご意見  

１．第二次スクリーニング安全性把握調査の考え方  
1 優先度評価フローを独自で作成している地方公共団体もある。第二

次ＳＣを原則実施する必要のある盛土の定義は、現行ガイドライン

優先度ランクを「原則」とし、地方公共団体独自の手法で実施した場

合でも同様の判断ができるような仕組みにしてはどうか。  

安田先生  

2 ガイドラインの優先度評価フローが発出される前に優先度ランクや

安全性を判断した地方公共団体もある。この場合の今後の進め方に

ついて記載しておくとよい。  

安田先生  

個所数の少ない地方公共団体は、現行ガイドラインに従い現地踏査を実施す
ることは可能だが、多い地方公共団体は難しいため、配慮すべきである。 

若井先生 

3 兵庫県南部地震で被災した神戸の約 250 宅地は、地震前から変状が

あったわけではなく、地震によって変状が生じた。地下水は要注意で

ある。  

二木先生  

4 変状・湧水が認められる盛土は原則 2SC 実施という方針は良い。補

修についても、過去に変状が生じた証であるため、変状と同等として

扱ったほうがよい。  

若井先生  

二次 SC 実施の必要性については、過去の外力の履歴とそれによる

変状の有無についても考慮できるとよい。例えば、大地震を経験した

地域で変状が認められなければ経過観察で良いとすること等が挙げ

られる。逆に、地震時の変状の履歴があれば、優先順位が上がる等も

考えられる。  

若井先生  

変状が生じるメカニズムを解説しておくとよい。  安田先生  
5 学識経験者に、地盤品質判定士等の専門家も含めてはどうか  若井先生  
6 すべて経過観察と判断する地方公共団体も出てくると想定される。  二木先生  

２．経過観察の実施方針（案）  
1）経過観察区分とフロー  

7 区分はなにかを参考にしたか。  
→川崎市の事例を参考にした。  

二木先生  

盛土数が多い地方公共団体（川崎市）でも対応できるということであ

れば、現実的であるためこの区分が妥当であると考える  
若井先生  

２）経過観察の種別と頻度  
8 今後、国土地理院の国家座標を活用する手法を検討することも一案

である。  
二木先生  

9 経過観察に簡易地盤調査を組み込むことは有効である。サウンディ

ング孔を用いて地下水観測が可能である。  
安田先生  

スウェーデン孔は地下水観測可能である。  二木先生  
観測井孔口のシール処理は適切に実施する必要がある（シールされ

ていないと、降雨時に観測井戸に直接雨水が入り、水位データが急増

するなどのエラーが発生する場合がある）。  
また、調査孔を利用した地下水観測では、盛土が粘性土系である場

合、静水圧を適切に把握できないことがあるため、データの利用は慎

重に行う必要がある。  

若井先生  

10 降雨の異常時点検は、降雨直後に実施してはどうか。  

水 抜 き 穴 か ら の 裏 込 め 材 流 出 量 を 観 察 す れ ば 、 吐 き 出 さ れ た 水 の 流

速 も 推 察 で き る 。  

安田先生  
若井先生  

  



4-12 
 

 
番号  ご意見  
11 進行性に着目していることを強調して書いたほうがよい。亀裂の開き

が進行している、水抜き孔からの新たな湧水、微補修箇所に新たなク

ラックが入っている箇所などは進行性があることが明らかである。  

若井先生  

補修履歴は住民が一番把握しているのでヒアリングが有効である。

Google ストリートビュー等、過去の写真の活用も有効である。  
安田先生  

ただし、造成時に生じる圧密沈下に起因した補修である可能性もある

ため、造成時期等を踏まえて判断する必要がある。  
若井先生  

暗渠の機能低下など、湧水発生のメカニズムについても記載するとよ

り分かりやすくなる。  
安田先生  

３）住民との係り方  
12 防災教育など住民を巻き込む枠組みを検討してはどうか。  二木先生  
13 住民に点検を委ねるには、優先度ランク等を説明する必要があるので

はないか。  
安田先生  

住民への公開は、事業創設時の懸念事項であった。そろそろスクリー

ニング結果を公表する必要があるのではないか。  
二木先生  

公開時には、スクリーニング結果にも不確実性があることを説明する

必要がある。  
若井先生  

14 地方公共団体などが管理する道路等の応急工事が変状の進行を抑制す

る効果を発揮する場合がある。工事の履歴の有無も経過観察の参考に

なる。  

若井先生  

４）評価、記録  
15 盛土は 100 年スパンで考えるべき。  二木先生  
16 帳票へは、位置情報を入れるべきである。  安田先生  
17 画像を定期的に撮影し３次元形状を把握する手法（レーザースキャナ

等）について、コストが下がった場合に導入できる余地を残しておく

とよい。  

若井先生  
 

人工衛星（SAR）の活用も考えられる。  安田先生  
二次スクリーニング実施後の対応  
 なし  －  
その他  
18 地下水位の取り扱い  

ガイドライン改定の際には、解析時の地下水位の取り扱いについての

説明を補足するべきと考えている（宙水状の地下水位等）。  

安田先生  

過去の地震履歴等を考慮した逆解析も有効だと考える。  二木先生  
19 地震観測点の設置  

宅地上の地震計の設置を進めてほしい。  
二木先生  

 

 




